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本ガイドラインは、蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針（平成 27年厚

生労働省告示第二百六十号）に基づき、医師がデング熱、チクングニア熱及びジ

カウイルス感染症などの蚊媒介感染症を診断し、確定した症例について直ちに

届出を行うことができるよう、疫学、病態、診断から届出、治療、予防に至る一

連の手順などを示したものである。 

 

本ガイドライン第５版の改訂のポイントは、近年国内外で進められているジ

カウイルスの新たな診断法開発の成果をもとに記載を更新し、国内発生時の対

応を含め、診療対応の考え方、手順の整理を行った点である。特に国内ではジカ

ウイルスの遺伝子検出法として Loop-Mediated Isothermal Amplification 

(LAMP)法を応用した蛍光 RT-LAMP 法による検査試薬が開発され、平成 30 年 6

月 18 日に製造販売承認された。本試薬を用いることにより全血、血清、尿から

ジカウイルス遺伝子を迅速かつ特異的に検出することが可能である。ヒトが蚊

の吸血によりジカウイルスに感染すると発症前から発症時にかけて高いウイル

ス血症を呈することが報告されており、発症時の簡便で迅速なウイルス遺伝子

検査の導入は防疫体制の強化に寄与することが期待される。 
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